
参考 男女共同参画施策苦情対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画 

推進課以外 

男女共同参画 

推進課 

①申出書等の提出 ①申出書等の提出・受付 

②申出書等（写し）の送付 ③申出書等（写し）の受領 

④対応に関する協議 

⑥審議会の意見を踏まえた協議 

⑤（必要な場合）意見聴取 

⑦対応方針決定 

⑧回答 

⑨回答（写し）の送付 ⑩回答（写し）の受領 

男女共同参画プラン推進本部 

⑪報告 

⑫公表 

市 

施策担当課等 

男女共同参画審議会 

申   出   者 


